
居宅介護支援重要事項説明書 
 
 
1. 事業所の概要 

（１）社会福祉法人の概要 
 

名称・法人種別 きらら湘南株式会社 

代表者氏名 矢野ジュユウ 

所 在 地 小田原市東町 5-1-49 

電 話 0465（34）1772 
 
（２） 事業所の概要 

 

事 業 所 名 アクアマリン居宅介護支援事業所 

所 在 地 小田原市北ノ窪 382-1 

電 話 0465（34）1772 

事業者指定番号 第 1472302973号 

管 理 者 矢野ジュユウ 

サービス提供地域 小田原市・南足柄市・足柄上郡・足柄下郡 
 
 
 
2. 営業時間 

 

営業日 営業時間 

月曜日～金曜日 10：00～12：00，13：00～15：00 

※ 祝日・年末年始（12/30～1/3）は休業日となります。 

※ 必要に応じて利用者等からの相談に対応するため、24 時間の連絡体制（輪 

番制）を確保しております。 

 
3. 職員体制 

 
 

 

職 種 人 員 

管 理 者 1名 
 

介護支援専門員(専任) 
1名 

 
4. 当事業所のサービス方針 

（１） 利用者が要介護状態になった場合でも、その利用者本人の有する能力に応 

じ自立した日常生活を営むことができるサービス計画を作成いたします。 

（２）利用する居宅サービス等の選択にあたっては、当該地域における指定居宅サ

ービス事業者等に関する情報を利用者またはその家族に提供します。 

（３） 利用者の意志及び人権を尊重し､利用者自身の選択に基づき､適正な保健･医 

療サービス 及び福祉サービスを総合的かつ効率的に提供いたします｡ 

（４） 事業の運営に当たっては､関係市町村､地域の保健･医療･福祉サービスとの 

綿密な連携を図り､総合的なサービス提供を行います｡ 

（５）利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができる 

（６）利用者は居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者等の選定理由を

求めることができる 

 



5. 費用 
 
 
（１）利用料 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるため自己負担 

金はありません。 介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、支援事業

者に直接介護保険 給付が行われない場合があります。その場合、利用者は１ヶ

月につき要介護状態 区分に応じて下記の利用料をお支払いいただきます。利用

料のお支払いと引き替 えにサービス提供証明書（給付管理票）と領収書を発行

させていただきます。 
 
 
（料金表）令和 4年 8月 1日現在 

 

 

要介護度区分 

 

 
取扱い件数区分 

 
 

要介護１•２ 

 
 

要介護３～５ 

介護支援専門員１人に当りの利用者の数が 

40 人未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ 

1,057 単位 

居宅介護支援費Ⅰ 

1,373 単位 

介護支援専門員１人に当りの利用者の数が 

40 人以上の場合において、40 以上 60 未満の部分 

居宅介護支援費Ⅱ 

529 単位 

居宅介護支援費Ⅱ 

686 単位 

介護支援専門員１人に当りの利用者の数が 

40 人以上の場合の場合において、60 以上の部分 

居宅介護支援費Ⅲ 

317 単位 

居宅介護支援費Ⅲ 

411 単位 

 

※当事業所が運営基準減算（居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算）に該当す

る場合は、上記金額の 50／100 となります。また 2 ヶ月以上継続して該当する場合に

は、算定しません。 

※特定事業所集中減算（居宅サービスの内容が特定の事業者に不当に偏っている場合の減

算）に該当する場合は、上記金額より 200 単位を減額することとなります。 

※40 人以上の場合については、契約日が古いものから順に割り当て、40 件目以上になっ

た場合に居宅介護支援費Ⅱ又はⅢを算定します。 

《利用者負担金の算出方法》 

該当月の総単位数×地域区分別 1 単位の単価＝A（1 円未満切捨て） 

（小田原市は５級地という区分で、１単位の単価は 10.70 円） 
 
 

＜加算について＞ 

初回加算 

300 単位 

 新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が要介

護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成する場合 

 要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅サービ

ス計画 

を作成する場合 

入院時情報連携加算（Ⅰ） 

200 単位 

 介護支援専門員が利用者の入院後３日以内に医療機関に情報提供 

した場合 

入院時情報連携加算（Ⅱ） 

100 単位 

 介護支援専門員が利用者の入院後７日以内に医療機関に情報提供 

した場合 



退院•退所加算 

※初回加算との同時算定不可 

 
カンファレンス参加 なし 

 
カンファレンス参加 あり 

連携１回 450 単位 600 単位 

連携２回 600 単位 750 単位 

連携３回 × 900 単位 

小規模多機能型居宅介護事業所連

携加算 

300 単位 

 小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事業所

に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計画の 

作成に協力を行った場合 

看護小規模多機能型居宅介護事業

所連携加算 

300 単位 

 看護小規模多機能型居宅介護の利用を開始する際に、同サービス事

業所に出向き、利用者の同サービス事業所における居宅サービス計 

画の作成に協力を行った場合 

緊急時等居宅カンファレンス加算 

200 単位 

 病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利

用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サ 

ービス等の利用調整を行った場合（一月に２回を限度） 

特定事業所加算（Ⅱ） 

400 単位 

 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係

る伝達等を目的とした会議を定期的に開催すること等、厚生労働大 

臣が定める基準に適合する場合（一月につき） 

 
（２）交通費 

上記１に基づき、通常のサービス提供地域以外の地域についてのみ、 

所定の交通費（実費相当）が必要となります。 

＊ 別途見積もりいたします 

＊ 当法人の規定により、実測１kmあたり１０円承ります 

 

 

6. 事故発生時の対応 

当事業所職員の訪問時、利用者宅にある物品を損害してしまった場合や利用

者 をけがさせてしまった等の場合、契約書に基づき、誠意を持って対応 さ

せていただきます。 

 

7. 守秘義務 事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を

保守します。 また、退職時に於いてもこの秘密を保守する旨を、従業者との雇

用契約の内容と しています。 

 



 
8. 利用者の尊厳 

利用者の人権、プライバシーの保護の為、業務マニュアルを作成し周知徹底す 

ることに努めます。 
 
 
9. 相談窓口、苦情対応 

○ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応させていただきま 

す。ご相談受付後は、早期解決できるよう責任を持って対応いたします。 
 
 
 

ｱｸｱﾏﾘﾝ居宅介護支援

事業所 窓口 

所 在 地 

電話番号 

FAX 番 号 

窓口担当 

対応時間 

小田原市北ノ窪 382-1 

0465（34）1772 

0465（35）4682 

松本美波子 

9：00～18：00 
 
 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 
 

 
小田原市高齢介護課介

護給付係 

 
所 在 地 小田原市荻窪３００ 電話

番号 ０４６５－３３－１８２７ 

 

 
神奈川県 国民健康保険

団体連合会 

（国保連） 

 
所 在 地 横浜市西区楠町２７－１ 

電話番号 ０５７０－０２２１１０（苦情専用） 

 

 
（保険者が上記以外の方） 

 
所 在 地 

電話番号 － － 

FAX 番 号 － － 



【 説明確認欄 】 

令和 年 月 日 本書面に基づいて重要事項

を説明し、同意のもと交付しました。 

 

事業者  所在地  小田原市北ノ窪 382-1  
 
 

 事業所名  ｱｸｱﾏﾘﾝ居宅介護支援事業所  
 
 

 説明者   
 
 
 
 

本書面により重要事項の説明を受け、同意し交付を受けました。 
 
 

利用者  住 所   
 
 

 氏 名   
 
 
 
 

代理人・立会人  住 所   
 
 

 氏 名  （続柄  ） 
 
 
 
 
 

（注）「代理人」とは、この契約に定める権利の行使と義務の履行を代理して行 

うことができる方をいいます。 

「立会人」とは、本人とともに契約内容を確認し、緊急時などに利用者の 

立場に立って、事業者との連絡調整等を行なえる方をいいます。なお、立 

会人は契約上の法的な義務等を負うものではありません。 


